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中学校部活動の地域展開

書類やマニュアル、運営に必要な情報の取り方

2

特設サイト

https://itami-club.jp/

特設サイトに全て格納しています

特設サイトの右上の ≡ をクリック
メニューが開いて「地域クラブ創設サポート」を

クリックすると以下の資料がDLできるサイトへ

• 過去の研修動画

• 伊丹市のガイドライン

• 各種マニュアル

• 書式のひな型
伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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中学校部活動の地域展開

前回（第２回）のおさらい

3

伊丹市の登録地域クラブのルール

学校施設の使用については「学校施設使用マニュアル」「標準マニュアル」を参照してください

学校見学会・体験会について

４月以降も実施しします。再度案内しますので、希望するクラブは申込して下さい

入会等の会員募集スケジュール

４月以降、受付可能な団体については受付を開始して下さい

学校施設使用について

利用調整は「施設利用調整会議」で実施、調整は原則として「学期ごと」

使用前・使用後の点検の徹底、駐車・駐輪について、飲食・禁煙・清掃のルール

活動場所の鍵の取扱、セキュリティシステム、自転車利用について

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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中学校部活動の地域展開

本日お話しすること

4

（ア） 書式説明（決算書、保護者からの同意書、要件確認書）

（イ） 会費のルール

（ウ） 助成制度

（エ） ヘルメット着用について

（オ） スタート時のイメージ

（カ） 中体連主催大会について

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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中学校部活動の地域展開

（ア） 書式説明 ～保護者からの同意書・入会届～

5

登録地域クラブにおける情報共有

（学校との情報共有）

生徒の活動状況や活動実績等に

ついて、生徒の在籍する中学校等

と必要な情報を共有

（教育委員会との情報共有）

市教委が学校と連携して生徒・保

護者等に対する情報提供等を円

滑に行うことができるよう、必要な

協力を行うこと

情報共有

と適切な

情報管理

地域

クラブ

学校
教育

委員会

情報共有に関する同意書は保護者から地域クラブにて提出が必須です

同意書は各地域クラブにて適切に管理して下さい

標準マニュアル９．２

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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中学校部活動の地域展開

（ア） 書式説明 ～入会届・同意書～

6

入会届のひな型と収集する情報について

入会の受付は４月から可能です。各地域クラブで入会方法を決めておいてください。

標準マニュアルの巻末資料にある同意書を兼ねた入会届のひな型を市教委で準備していま

すので、必要に応じて使用して下さい。

特設サイトからもダウンロードすることができます。

標準マニュアル９．１

地域

クラブ

同意書 入会届

提出必須

保護者
入会届は必須ではないが

名簿作成が必要（次頁）

• 様式は任意、各地域クラブの

手続き手法可

• 同意書と合わせたひな型あり、

特設サイトでDL可

保護者から入会届ととも情報共有に関する同意書を提出してもらってください

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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中学校部活動の地域展開

（ア） 書式説明 ～入会届・同意書～

7

【参考】名簿の書式

1. 地域クラブ名★◆○

2. 名前（フルネーム）★◆○

3. ４月１日の年齢★◆○

4. 住所★

5. 氏名フリガナ○

6. 学校名○

7. 生年月日○

8. 保護者名○

9. 保護者緊急連絡先電話番号○

10. 保護者メールアドレス

11. 性別◆

標準マニュアル９．１

必須事項：★（学校開放関係）○（支援情報関係）
任意項目：◆（スポーツ安全保険を利用する場合は必須）

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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中学校部活動の地域展開

（ア） 書式説明 ～決算書～

8

決算書提出の趣旨

• 学校施設は条例により営利目的の使用が禁止

されています。地域クラブを含めた全ての使用

団体は学校施設で実施する活動が非営利であ

ることを証明する必要があります。

• 地域クラブにおいて公正かつ適切な会計処理

が行われ、透明性を確保するために関係者に

対する情報開示が適切に行われていることが

必要です。

（提出時期）

• 来年の５月末までに市教委に提出

• 監事がいる場合は、決算書に監査を受けたこと

を示す事項及び署名または押印が必要です

標準マニュアル７．１、７．３

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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中学校部活動の地域展開

（ア） 書式説明 ～決算書～
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決算書で示すべきこと

• 決算書は「営利を主たる目的として活動していな

いこと」を説明するために、以下の点が説明できる

ものでなければなりません。

1. 月会費は5,000円以内であること

2. 活動で生じた利益を特定の者、または団体に分配していないこと

3. 保護者から徴収する月会費以外の収入（年会費や実費）の使途が

説明できること

4. 指導者謝礼の妥当性が説明できること

5. その他、公正かつ適正な会計処理のために市教委が指定したこと

• 特に、収入から支出を差し引いた額（決算剰余金）

は指導者等への分配、謝礼の上乗せなど特定の

者のために使われることがないよう、次年度以降

の活動の充実に向けた経費に充てて下さい。

標準マニュアル７．３

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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中学校部活動の地域展開

（ア） 書式説明 ～決算書～

10

その他決算書作成において気をつけていただきたいこと

（証ひょう書類の保存について）

• 決算書の作成にあたっては収入、及び支出を証明する書類（証ひょう書類）が必要です。会

計担当者は証ひょう書類を適切に管理し、市教委の求めがあった場合には提示できるように

する必要があります。

（証ひょう書類の例）

収入：会費徴収一覧表、会費徴収アプリの入金明細など

支出：領収証やレシート、通販サイトの決済画面など

（株式会社や個人事業主の場合）

• 地域クラブ活動以外の事業を実施している場合、「営利を主たる目的として活動していない

こと」を示すために、地域クラブ活動のみを経理した決算書を作成することが必要です。

標準マニュアル７．３

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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中学校部活動の地域展開

（ア） 書式説明 ～要件確認書～
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国の「認定地域クラブ」制度と伊丹市の登録地域クラブ活動の関係

• 国のガイドラインの以下の基準を満たす地域クラブは「認定地域クラブ」と呼ばれています。

• 伊丹市の登録地域クラブにおいても国の基準を満たす必要があり、国で定められた手続きが

必要となります。

別紙の「要件確認書」へのチェックおよび署名をお願いします。

国の基準（「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」（令和７年１２月文部科学省）

① 学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで、

豊かで幅広い活動機会の保障に寄与するものであること（選抜等の不実施、障害のある生徒や運動 ・文化芸術活動が苦手な生徒等を含めた参

加環境整備等を含む。）

② 適切な活動時間や休養日が設定されていること

③ 活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること

④ 適切な指導の実施体制が確保されていること

⑤ 適切な安全確保の体制が確保されていること

⑥ 適切な運営体制が確保されていること

⑦ 学校等との連携が適切に行われていること。

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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中学校部活動の地域展開

（イ） 会費のルール
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月会費の原則

• 月会費は指導者の人件費やチームの登録費など、

会員が等しく負担を分かち合う費用をまかなうため

のものです。月会費の上限値は保護者の負担に配

慮すると同時に、地域クラブ活動で著しく高額の謝

礼の設定を防ぐ趣旨で設けています。人件費の単

価については、月会費でまかなえる程度の設定とし

てください。

• 年会費や実費で指導者の人件費をまかなうことは

できません。

• 著しく高額な年会費・実費の設定、また使途が人件

費に充てられていることが明らかなケースについて

は、地域クラブに対して市教委が説明または是正措

置を求めることがあります。

標準マニュアル７．２

収入

月会費

入会金

年会費

実費徴収

経費

人件費

指導員謝礼

保険料

登録費

チームで購
入する個人
使用物品

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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徴収は７月（８月分）から

• スポーツ活動の場合、７月２１日より活動場所が使用

できますが、会費の徴収は８月分からです。

次月分前払いの原則

• 月会費は次月分の前払いとしてください。

中学校部活動の地域展開

（イ） 会費のルール

13

（追加事項）

７月

８月分徴収

８月

（活動月）

８月

９月分徴収

９月

（活動月）

９月

１０月分徴収

１０月

（活動月）

• 会費ペイは前月26日払

トラブル防止のための運営規定

• 会費は運営規定等でルール化して下さい。

• 運営規定は欠席、退会、返金などの基本ルールを保護者と共有し、後の

行き違いやトラブルを防ぐための大切な文書です。クラブと保護者双方

を守る土台になります。

領収証書の発行・支払証明書への署名・押印

• 月謝袋のへの押印やオンライン画面の支払記録登録等も可です。

• １月頃に保護者から代表者へ伊丹市の書式で支払証明書への署名・押

印が求められる場合がありますが、必ず対応をお願いします（後述）

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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中学校部活動の地域展開

（ウ） 伊丹市の助成制度

14

地域クラブ活動を応援するために地域クラブ・参加者双方へ助成制度を創設

【ご注意】
伊丹市議会にて現在審議中の事項であり、市議会での議決
（3/27予定）をもって正式に制度の実施が決定されます。

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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申請方法

伊丹市

教育委員会

家庭

（就学援助対象者）

中学校部活動の地域展開

（ウ） 伊丹市の助成制度

15

月会費に対して助成

【ご注意】
伊丹市議会にて現在審議中の事項であり、市議会での議決
（3/27予定）をもって正式に制度の実施が決定されます。

登録地域クラブ活動参加費用支援金１

対象者 就学援助対象者であり、登録地域クラブ活動に参加する生徒の保護者

保護者がオンラインで市教委に申請

↑ 登録地域クラブの月会費の支払を証明する書類等が必要

１月頃に保護者から代表者へ伊丹市の書式で支払証明書への署名・押印が
求められる場合がありますが、必ず対応をお願いします

就学援助対象者とは？

所得が一定額を下回るため、
伊丹市から学習教材、制服などに必要な
出費の助成を受けている生徒のこと

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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伊丹市

教育委員会

登録地域

クラブ

申請受付期間 申請〆切 交付日

令和8年8月1日～8月末日 8月末日 令和8年10月10日

令和8年9月1日～11月末日 11月末日 令和9年1月10日

令和8年12月1日～令和9年2月末日 2月末日 令和9年4月10日

中学校部活動の地域展開

（ウ） 伊丹市の助成制度

16

【ご注意】
伊丹市議会にて現在審議中の事項であり、市議会での議決
（3/27予定）をもって正式に制度の実施が決定されます。

登録地域クラブ活動スタートアップ支援補助金２

スケジュール

対象者 登録地域クラブであれば申請により助成を受けることができます

申請方法

対象者

代表者がオンライン
で市教委に申請

添付書類

①登録通知書
②領収書等支払いを証する
もの

① 活動に必要となる物品の調達に係る費用
② 指導者の育成・研修に必要な費用
③ 安全な活動の実現に必要な費用
④ 活動開始後の運営に必要となる費用
※旅費及び飲食費を除く

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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中学校部活動の地域展開

（ウ） 伊丹市の助成制度

17

【ご注意】
伊丹市議会にて現在審議中の事項であり、市議会での議決
（3/27予定）をもって正式に制度の実施が決定されます。

登録地域クラブ活動スタートアップ支援補助金２

令和８年度

補助金額の上限
対象経費の４分の３
上限150,000円

経費算入の対象期間
令和8年4月1日

～令和9年2月28日

申請受付期間
令和8年8月1日

～令和9年2月28日

対象となるもの（例）

・保険料
・ボール購入費
・ユニフォーム代
・事務用品購入費
・指導者の謝礼
など

対象外となるもの（例）

・指導者、参加者の交通費
・ガソリン代
・駐車場代
・お弁当購入費
・会議時のお茶代
など

令和９年３月１日以降に申請されると、
補助金額が変わりますのでご注意ください。

補助対象経費の例

計算例 ①

【領収証の内訳】
ボール代 10,000円
ユニフォーム代 100,000円
資格取得代 10,000円

経費合計：１２０，０００円

×０．７５＝
助成額

９０，０００円

１計算例

地域クラブは30,000円負担

【領収証の内訳】
ボール代 10,000円
ユニフォーム代 100,000円
資格取得代 10,000円

経費合計：２４０，０００円 ×０．７５＝ １８０，０００円で

１５０，０００円を超えるので

助成額15０，０００円
地域クラブは８0,000円負担

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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全ての登録クラブにおいてヘルメットの着用指導を徹底して下さい
また、所持していない生徒については家庭に対して助成制度を案内して下さい。

申請方法

伊丹市

教育委員会
全ての家庭

中学校部活動の地域展開

（ウ） 伊丹市の助成制度

18

ヘルメット購入費用

に対して助成

【ご注意】
伊丹市議会にて現在審議中の事項であり、市議会での議決
（3/27予定）をもって正式に制度の実施が決定されます。

登録地域クラブヘルメット購入助成補助金３

対象者 登録地域クラブ活動に参加する生徒の保護者

申請方法

対象者

保護者がオンラインで市教委に申請

着用指導は必須

本市の登録地域クラブでは、生徒の自転
車移動時における安全確保を目的に、地
域クラブの指導者等による指導を必須に
しています。

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト



【資料２】 伊丹市登録地域クラブ活動研修会（第３回）

中学校部活動の地域展開

（エ） ヘルメット着用指導

19

主なルール

• 伊丹市では自転車通学が原則として禁止されています。そのため、活動場所の中学校までの移動に自転車

を利用する場合は、一度帰宅することが必要です。

• 生徒等が学校敷地内で自転車に乗車しないよう指導するようにしてください。

ヘルメット着用指導の徹底

• 伊丹市では、転倒や接触事故のリスクが高い自転車を利用する生徒に対して、ヘルメットの着用は安全確保

の観点から必須と考えています。

• 生徒に対するヘルメット着用の指導を行うことを指導者に周知し、活動の前後において駐輪スペースでの着

用の声かけや確認を行うようにしてください。取り締まりを目的とするものではなく、あくまで生徒の命を守

るための基本的な安全配慮として、地域クラブ内で共通認識を持っていただきたいと考えています。

• 全ての指導者へ伊丹市のヘルメット着用に関する考え方を確実に周知して下さい。活動開始前の集合時や

帰宅前の確認など、ヘルメットの着用指導を日常の運営の中に組み込み、地域クラブとして統一した対応が

継続される体制づくりをお願いします。

• なお、今後、地域クラブにおけるヘルメット着用に関する指導状況について調査等を予定しております。

学校施設使用マニュアル５．２．２

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト



【資料２】 伊丹市登録地域クラブ活動研修会（第３回）

中学校部活動の地域展開

（オ） 活動のスタートについて

20

地域クラブ活動が開始できる日

• （スポーツ活動）原則、７月２１日、（文化芸術活動）本格実施は１２月１日より

↑ 学校部活動の状況により早期に開始できる場合は別途、お知らせ

夏休みの活動保険加入必須

• スポーツ活動については夏休み期間から地域クラブ活動は可能ですが、保険加入を完了させてください。

• 巡回指導により、夏休みの活動を実施している団体については保険の加入状況についてヒアリングします。

活動時間は学期に準じる

• 夏休みであっても、活動時間は学期と同じです。平日の昼間等に学校施設を使用することはできません。

• ８月１１日から１５日は学校閉庁日となります、地域クラブ活動は実施できません。

工事について

• 照明施設、駐輪スペース整備などは夏休み中の工事を予定しています。工事等により地域クラブ活動が実

施できなくなることがあります。代替の練習場所の確保や補償については市教委はいたしかねます。

学校施設使用マニュアル２．３他

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト



【資料２】 伊丹市登録地域クラブ活動研修会（第３回）

中学校部活動の地域展開

（カ） 中体連主催大会への参加（スポーツ活動のみ）
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特例申請（R8年度新人大会）について

• 伊丹市における登録地域クラブは兵庫県中学校体育連盟（県中体連）が定める審査を経て「認定地域クラブ

活動」として中体連主催大会の出場申請をすることができます。

• 申請に当たっては別添資料「令和８年度 兵庫県中学校体育連盟主催大会への地域クラブ活動の参加資格

の特例について」（このページで「特例」と言います。）の条件、その他関係規程を満たす必要があります。

• 申請を希望する登録地域クラブは以下のサイトから条件に適合しているかについて確認をお願いします。

（県中体連 公式サイト） https://www.hyogo-sports.jp/federation/

市教委による一括申請

• 登録地域クラブについては８月末までに市教委で一括して特例申請を行います。

• 提出書類は以下の通りです。８月２０日までに市教委まで提出をお願いします。

 確認書【後日、市教委より送付】

 「令和８年度兵庫県中学校体育連盟大会参加申請書」（様式１～４）【県中体連公式サイトでDL】

 その他県中体連が指定する添付書類【競技ごとに異なります、県中体連公式サイトで必ず確認】

• 指導者研修、規約作成、要件確認書提出、他登録地域クラブの手続きが全て完了した団体のみ受付します。

• 申請が却下された場合について、市教委は一切の責任を負いません。

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト
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【資料２】 伊丹市登録地域クラブ活動研修会（第３回）

中学校部活動の地域展開

作業スケジュール
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市教委への手続き

３月３１日 【(1)】 e-Learning研修受講申請書の提出

４月２０日 【(1)】 規約・運営規定の作成・提出

５月１８日 【(1)】 誓約書の提出

【(2)-ア】 要件確認書提出

８月 １日 【(2)-ウ】 スタートアップ補助金 １次 受付開始

８月３１日 【(2)-ウ】 スタートアップ補助金 １次 受付〆切（２次：１１月末、３次：２月末）

８月２０日 【(2)-ア】 会員名簿提出（スポーツ１次）

【(2)-キ】 中体連関係書類提出

１１月２０日（予定） 【(2)-ア】 会員名簿提出（スポーツ２次、文化芸術）

翌年５月末 【(2)-ア】 決算書の提出

保護者との手続き

（入会手続き時） 【(2)-ア】情報共有に関する同意書、入会届等を提出してもらう

(1) ➔ 資料１に記載
(2) ➔ この資料に記載

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト



【資料２】 伊丹市登録地域クラブ活動研修会（第３回）

中学校部活動の地域展開

今後のスケジュール

23

４月～ 入会受付が可能

５月～ 指導者研修（オンライン）

６月～ （スポーツ活動）活動場所の鍵の受け渡し

７月２１日以降 （スポーツ活動）先行実施

➔ ９月 本格実施

※ 工事のため、９月まで一部の学校でグラウンド使用不可（工事に日程については後日お知らせ）

10月 （文化芸術活動）活動場所の鍵の受け渡し

１１月頃 （文化芸術活動）先行実施

➔ １２月 本格実施

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト



【資料２】 伊丹市登録地域クラブ活動研修会（第３回）

中学校部活動の地域展開

研修計画

24

全５回の開催を予定

第１回 １月１０日・１８日 登録地域クラブのルールと手続き、活動開始までのスケジュール

第２回 ２月７日（土） 地域クラブの運営に必要な書類作成、学校訪問

運営体制の整備、保険の加入、会費徴収システムのご紹介

第３回【本日】３月１７日（火） 入会手続き、指導者登録と研修システムの操作説明

１８～20時 総合教育センター 規約の作成、中体連特例申請、決算書の作成

第４回 ５月１８日（月） 活動場所の鍵の取扱、学校使用ルールの確認

１８～２０時 総合教育センター 施設利用調整の進め方

第５回 ６月２０日（土） 会費徴収時の注意事項、学校開放事業書類の作成方法

１０～１２時 伊丹市役所（予定） 施設利用調整の進め方、学校施設の工事

※ 実際に施設の利用調整について地域クラブ間で打合せを行いますので、原則対面での参加をお願いします。

伊丹市教育委員会事務局 未来教育プロジェクト


	スライド 1:  伊丹市 　登録地域クラブ活動研修会（第３回） 
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24

